
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いじめ発生時における学校の対応フロー図 

②組織的な対応の徹底 
・特定の教職員で抱え込まず、速やかに組織的に対応する。 
・被害児童生徒を守り通す。 
・教育的配慮のもとに、毅然とした態度で加害児童生徒を指導する。  
・教職員の共通理解のもとに、保護者の協力を得て、関係機関と連携し対応する。 

＜緊急会議の内容＞ 

①情報の集約と共有 

②認知の適否を協議・決定 

③徹底した組織的対応を確認 

④対応方針や役割分担を協議・決定 

＜組織の対応＞ 

①対応方法を教職員へ周知 

②組織が中心となり、速やかに関係する児童生徒 

から事情を聴取 

・重大事態の適否を協議・決定 

・報告・連絡等、学校外との連携の必要性を協議・決定 

③状況は常時組織に報告し情報を共有 

④被害・加害児童生徒の保護者に即日に連絡（家庭訪問等） 

⑤必要に応じて対応方針を修正し事態に対処  

⑥指導経過を記録し保存 

⑦再発防止策の検討・徹底 

順
序
・
ポ
イ
ン
ト 

心
が
け 

対
応
の
流
れ 

＜学校の姿勢＞ 

・学校いじめ防止基本方針

（取組）の徹底 

・学校長のリーダーシップ 

・教職員の共通理解 

・児童生徒との信頼関係 

 

 

＜発見方法＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市町村教育委員会 
＜学校への指導・助言・支援＞ 

重大事態に該当 

学校だけでは対応 

できない場合 警察等の関係機関 

①早期発見と情報共有・報告の徹底 

・教職員個々の気付きの力を高める。 

・複数の手段で兆候に気付ける。 

・一人で抱え込まず、直ちに組織に報告する。 

③再発防止の徹底 

・組織で動く体制をつくる。 

・対応力を向上し、形骸化を防ぐ。 

・家庭や地域とのつながりを強める。 

い
じ
め
を
許
さ
な
い
学
校
・
学
級
づ
く
り 

 

連携 

＜情報の伝達＞ 

・管理職及び関係教職員

への速やかな報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（管理職） 
いじめの事実確認の結果 

（管理職・生徒指導主事等） 

１ 発見・情報伝達 ２ 事実確認・認知・方針決定 ３ 対応（指導・支援） ４ 継続指導・支援 ５ 再発防止 ６ 学校組織の成熟 

確実な遂行 温もりある対応 迅速な対応 高い危機意識 

いじめ対策組織 

報告 

助言 

調査 

授業中・休み時間・

部活動中・登下校等

の日常観察 

定期的な学校生活ア

ンケートへの記述 

本人・保護者・友人・

地域・相談機関等か

らの連絡や相談 

学級日誌や生活ノー

ト等への記述 

遅刻・欠席の状況 

保護者との対話や家

庭訪問時の様子 

最初に発見 

した教職員 

いじめ対策組織の

窓口となる教員 

管理職 

いじめ対策組織

教職員の招集 

 

 

県教育委員会 

連携 

教職員 【被害児童生徒やその保護者へ】 
・その日のうちに迅速に事実関係を伝える。 

・徹底して守り通すことを伝える。 

・できるかぎり不安を取り除く援助を行う。 

・落ち着いて教育を受けられる環境を確保する。 

・解消後も継続して注意を払う。 

・聴き取り等で判明した情報を伝える。 

・再発防止に向けた今後の指導方針を伝える。 

【加害児童生徒やその保護者へ】 
・複数の教職員が、必要に応じて外部専門家の協

力を得ながら、いじめをやめさせる。 

・事実関係を伝え、理解や納得を得る。 

・いじめの背景に目を向けつつ、行為には毅然と

した姿勢で指導する。 

・学校の方針を説明し、保護者に協力を求める。 

・保護者に対する継続的な助言を行う。 

【周囲の生徒へ】 
・自分の問題として捉えさせ、止めさせることはできなくても、誰かに知らせる勇気を持つように指導する。 

・いじめは絶対に許されない行為であり、根絶しようという態度を行き渡らせる。 

・互いを尊重し、認め合う人間関係を構築できるような集団づくりを進めていく。 

  

 

学校 

いじめ対策組織 

日常の取組を点検・強化 
＜組織体制＞ 
・いじめに対する学校の一致協力

体制 

・一部の教職員で抱え込むことの

ない、情報共有の仕組み 

・児童生徒の進学や進級に際した

適切な引き継ぎや情報提供 

・必要に応じた、外部専門家との

連携 

・年間計画に位置付けた校内研修

の実施 

・児童生徒と向き合う時間の確保 

・教職員の日頃の児童生徒理解 

 など 

＜地域や家庭との連携＞ 
・家庭訪問や学校通信を通じた家

庭との緊密な連携 

・開かれた学校づくり推進委員会

等でのいじめ問題に関する協議 

・行事等を通じた地域との連携や

協働関係 など 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認知した教職員 

管理職 

学年団 

生徒指導部 

いじめ対策組織 

重大事態 
教育委員会 

心のケア 

保護者との連絡 居場所作り 

加害者との関係調整 

ＳＣ、相談担当者 生徒指導担当者 

授業担当、養護教諭 学級担任、学年主任 

成育等の見立て 

保護者との連絡 

再発防止 

反省指導 

ＳＣ、ＳＳＷ 生徒指導担当者 

全教職員 学級担任、学年主任 

事後支援の継続 事後指導の継続 

 

携 連 

 

ポ
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流
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同
時
進
行 

 

 

 

 

報告・調査 

 

 

い
じ
め
対
策
組
織 

教
職
員 

報

告・

助言 

被害の子ども 

被害の保護者 

加害の子ども 

周辺の子ども 

地域・関係機関 

 
 

担任 

生徒指導部 

学年主任 

スクールカウンセラー等 

副担任 

他の教職員 

 
 

 
 

連
携 

いじめの事実確認の結果 

報告 

（管理職・生徒指導主事等） 


